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１．目的
本市は、和洋菓子店の集積が進み「西宮スイーツ」として注目されるなど、独自の食文化と質の高い特産品を多く有している。本業務は、これらの特産品の魅力をより多くの人に知ってもらい、来訪者の増加、特産品の認知度向上及び消費拡大を図るため、大阪駅周辺で「にしのみや食の特産品フェア」を企画・運営する事業者（以下「受託者」という）を選定することを目的とする。

２．業務概要
（１）委託業務名
にしのみや食の特産品フェア開催業務
（２）業務内容
別紙「にしのみや食の特産品フェア 開催業務仕様書」のとおり
（３）委託期間
契約締結日の翌日から令和８年12月28日まで

３．契約条件等
（１）契約形態
　　　委託契約
（２）契約限度額
　　　1,128,000円（消費税及び地方消費税を含む）
（３）委託金額の変更
　　　委託契約の内容どおり事務執行できない場合は、市との協議の上で、事業契約を見直し、変更契約の締結を求める場合がある。それに伴い、契約金額を変更する場合がある点に留意すること。
（４）業務の適正な実施に関する事項
　　　受託者は、本業務を一括して第三者に再委託し、又は請け負わせることはできない。
　　　ただし、委託業務を効率的に行う上で必要と思われる業務について、市と協議の上、委託業務の一部を再委託することができる。
　　　受託者が本委託業務を行うにあたって、個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律及び関係法令等に基づき、適正に管理すること。

４．応募資格
参加者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。なお、複数事業者による共同体で応募する場合は、代表者を定めて申請するものとし、すべての構成事業者が応募資格要件をすべて満たすもとのとする。
（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者でないこと。 
（２）令和８年度西宮市指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
（３）企画提案書の提出期限において、西宮市指名停止基準による指名停止措置を現に受けている者でないこと又は契約締結までに指名停止基準に該当しないこと。
（４）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立てをしている者でないこと。
（５）民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者 でないこと。
（６）別紙の業務委託仕様書で定める委託業務について、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体制を有すること及び西宮市の指示に柔軟に対応できること。
（７）提案する事業の実施について、法令等の規定により官公署の免許、許可、認可、指定又は登録を受ける必要があるときは、当該免許、許可、認可、指定又は登録を受けていること。
（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。

５．応募手続き
（１）事務局
　　　西宮市 産業文化局 産業部 商工課
　　　電話：0798-35-3326　Eメール：vo_shoukou@nishi.or.jp
（２）募集要項等の配布
　　①　配布開始
　　　　令和８年４月28日（火）から
　　②　配布方法
　　　　西宮市ホームページに掲載
（３）質問及び回答
　　①　質問方法
　　　　「５（１）事務局」宛に「質問書（様式第５号）」を電子メールで提出すること。なお、提出する際は、電子メールの表題に業務名と企業名を記載して提出し、提出後には必ず電話により到達確認を行うものとする。
　　②　受付期間
　　　　令和８年４月28日（火）から令和８年５月11日（月）正午
　　③　回答
　　　　質問に対する回答は、質問内容と合わせて、西宮市ホームぺージに掲載する。
（４）応募図書の提出
①　提出方法
　　　「５（１）事務局」宛に表題は「【プロポーザル応募】（事業者名）「にしのみや食の特産品フェア」開催業務」とし、提出書類一式をPDF形式に変換し、電子メールにより提出し、電話により到達確認を必ず行うこと。西宮市のメール受信上限が10MBであることから、大容量になる場合は、分割して送付するか、事前に相談すること。なお、郵送、来訪その他の方法により提出された場合には、これを受け付けない。
②　提出期限
　　　令和８年５月25日（月）正午
③　応募図書
	書類名
	様式
	部数

	ア　参加申請書（兼誓約書）
	様式第１号
	１

	イ　応募申込書
	様式第２号
	正本１・副本１

	ウ　業務体制表
	様式第３号
	正本１・副本１

	エ　業務実績表
	様式第４号
	正本１・副本１

	オ　企画提案書
	
	正本１・副本１

	カ　見積書
	
	１



６．業務受託候補者の選定方法等
（１） 選定方法　
①　応募書類提出後、担当部局において応募資格の適否を確認する。
②　審査にあたっては、西宮市職員で構成する選定委員会を設置し、応募資格を満たしている応募者を対象に、選定評価基準に基づき、応募者の提出書類（企画提案書等）及びプレゼンテーションについて審査する。
③　提案件数が４件以上となった場合は、提出があった企画提案書等をもとに第一次審査を実施し、選定委員会へ諮る案件を3件に絞り込むことがある。

（２）プレゼンテーションの実施予定
　　①　実施日（予定）
　　　　令和８年６月１日（月）午後
　　②　実施場所
　　　　西宮市役所本庁舎（兵庫県西宮市六湛寺町10番３号）周辺
　　③　実施方法
　　　ア　出席者は１応募者につき３名以内とする
イ　１応募者あたりの持ち時間は25分（説明15分、質疑応答10分）とし、開始時間等は後日連絡する。
ウ　事前に提出された資料に基づいてプレゼンテーションを行うこととし、追加資料は認めない。
エ　プレゼンテーションにおけるモニター（HDMIケーブルにより接続するもの）は本市で用意するが、パソコン及びソフトは応募者が用意するものとする。
　　④　審査項目
ア　価格点（配点：10点）
　　　　　　提案価格を以下の方法で得点化する。
　　　　　　価格点＝（最も低い提案価格／当該提案価格）×配点（10点）
イ　提案点（配点：90点）
	　項目名
	評価内容
	点数

	取組方針
	業務の趣旨（特産品の魅力発信、西宮市への来訪者増加）を十分に理解し、西宮市の食文化を活かす方針が妥当か。
	10点

	業務実績
	同種・同規模程度の業務実績があり、本業務を完遂するために十分な知識や経験を有しているか。
	10点

	実施体制
	人員や経営状況など提案内容を確実に実施できる業務遂行体制が整っているか。
	10点

	提案内容
	仕様書を踏まえた提案であり、業務目的、条件、内容等を十分に理解した提案となっているか。特に次の3項目を中心に評価するが、その他の内容についても十分に提案すること。
（１）企画内容・スケジュールに実現可能性があるか
（２）特産品の選定・調達にかかるノウハウを有しており、選定基準が適当か
（３）大阪駅周辺という立地特性を活かし、集客が見込める会場が選定されているか
（４）本業務の趣旨を踏まえ、集客を見込める効果的なプロモーションの提案がなされているか
	60点

	合計
	100点


⑤　審査方法　
ア　応募者から提出された企画提案書等とプレゼンテーションの結果を踏まえ、選定評価基準に基づき選定委員会が評価点を算出する。
イ　各委員の評価点の合計をもって委員会の評価点とし、これを応募者に対する評価点とする。
⑥　業務受託候補者の選定
ア　評価結果に基づき、最高得点を獲得した応募者を、業務受託候補者として選定す
る。
イ　最高得点応募者が複数あった場合は、選定委員会の議決により決定する。 
　　⑦　審査における最低基準点
　　　　審査における最低基準点を60点とし、合計点数が最低基準点に満たない場合は失格とする。
（３）選考結果の通知等
①　選考結果は、応募者全てに電子メールで通知する。
②　選考の理由、選考結果に対する問い合わせ、異議等には一切応じない。
（４）留意事項
審査結果は、西宮市ホームページにも掲載する。なお、受託候補者は名称及び評価点数を掲載し、次点以下の者は評価点数のみを掲載する。

[bookmark: _Hlk218603900]７．契約締結
（１）選定後、受託候補者は西宮市と委託業務について、業務内容、履行方法、支払方法その他各種事項について調整し、西宮市が作成した契約書により契約を締結する。
（２）何らかの理由により受託候補者との契約が不可能となった場合は、次点候補者を繰り上げるものとし、以下同様とする。
（３）提出書類等に記載され、選定で評価した項目については、原則として契約時の仕様に反映する。ただし、契約締結段階において、受託者との協議により、必要に応じて項目を追加、変更又は削除することがある。
（４）その他の契約にかかる事項は、西宮市契約規則（昭和39年西宮市規則第26号）の規定を準用するものとする。

８．失格事項
（１）提出書類に故意に虚偽を記載し、又は、別紙「にしのみや食の特産品フェア 開催業務仕様書」に重大な違反のある提案をしたもの
（２）請負金額として提案上限金額を超える金額を提案したもの
（３）審査により獲得点数が最低基準点に満たなかったもの
（４）その他本プロポーザルの条件に違反したもの

９．留意事項
（１）提出期限を過ぎて提出された資料は一切受け付けない。また、提出後の資料の追加、訂正その他改変も一切認めない。
（２）資料作成その他入札又は契約締結に要する費用は、応募者が負担するものとする。
（３）応募者は、複数の申込書及び企画提案書を提出することはできない。
（４）提出された企画提案書等は返却しないものとする。
（５）提出された資料の著作権は、応募者に帰属する。ただし、本プロポーザルの選定に必要な範囲において、本市は複製することができるものとする。
（６）提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利の対象となっている方法等を提案に使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負うものとする。
（７）本業務受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、本市は契約を解除できるものとする。また、この場合に本市に生じた損害は、応募者が賠償するものとする。
（８）応募者は、必要書類の提出をもって、本要領の記載内容に同意したものとする。
（９）提出された書類が著作物にあたる場合でも、西宮市情報公開条例の規定に基づき公開する場合がある。
（10）契約締結の相手方については、西宮市のホームページにおいて公表する場合がある。
